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地方厚生（支）局医療課長 
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国民健康保険主管課（部）長      殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部）長 

 

厚生労働省保険局医療課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について 

 

「「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について」（令和６年

５月29日付け保発0529第４号）が通知され、長期・頻回受療に係る適正化を図るこ

ととなり、柔道整復施術療養費支給申請書の取扱いについて、「柔道整復師の施術

に係る療養費について」（平成11年10月20日付け保険発第138号厚生省保険局医療課

長通知）の一部を別紙のとおり改正し、令和６年10月１日施術分から適用すること

としたので、貴管下の関係者に周知を図るとともに、円滑に取り扱われるよう御配

慮願いたい。 

ただし、改正前の別紙別添の様式による用紙については、当分の間、これを取り

繕って使用できることとする。
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○別紙を次の表のように改正する。 

（傍線部分が改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

別紙 

 

柔道整復施術療養費支給申請書の記載要領（参考例） 

 

第１（略） 

 

第２ 記載上の留意事項 

１ （略） 

 

２ 施術の内容欄 

(１)～(８)（略） 

(９) 「継続月数」欄について 

  初検日を含む月（ただし、初検の日が月の 16日以降の場合にあっ

ては、当該月の翌月）以降の連続する期間において１月につき 10回

以上の施術（骨折又は不全骨折に係るものを除く。）を行っていた継

続月数（初回月は「１」を記載。）を記載すること。 

  なお、当該継続月数が五ヶ月を超えている施術（六ヶ月目）につ

いては、継続月数は「６」と記載し、以降、１月あたりの施術回数

が 10回未満の場合であっても、当該負傷部位が治癒・中止・転医す

る月まで、引き続き、継続月数を記載すること。 

(10) 「転帰」欄について 

  （略） 

(11) 「経過」欄について 

  （略） 

(12) 「請求区分」欄について 

  （略） 

(13) 「施術日」欄について 

  （略） 

(14) 「初検料」欄について 

  （略） 

(15) （略） 

(16) （略） 

別紙 

 

柔道整復施術療養費支給申請書の記載要領（参考例） 

 

第１（略） 

 

第２ 記載上の留意事項 

１ （略） 

 

２ 施術の内容欄 

(１)～(８)（略） 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(９) 「転帰」欄について 

（略） 

(10) 「経過」欄について 

（略） 

(11) 「請求区分」欄について 

（略） 

(12) 「施術日」欄について 

（略） 

(13) 「初検料」欄について 

（略） 

(14) （略） 

(15) （略） 

（別紙） 
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(17) 「往療料」欄について 

  （略） 

(18) （略） 

(19) （略） 

(20) （略） 

(21) 「整復料・固定料・施療料」欄、「逓減開始月日」欄、「後療料」

欄、「冷罨法料」欄、「温罨法料」欄、「電療料」欄、左側の「計」

欄、中央の「計」欄、「長期」欄、「頻回」欄及び右側の「計」欄

について 

①～⑦（略） 

⑧ 「長期」欄には、五か月を超える施術(骨折又は不全骨折に

係るものを除く。)に係るものについて、長期逓減率(〇・七五)

を該当欄に記載すること。 

⑨ 「頻回」欄には、１月あたり 10回以上の施術(骨折又は不全

骨折に係るものを除く。)を五ヶ月継続している施術（継続月数

欄の記載が５以上）について、翌月（六ヶ月目）の当該施術か

ら、長期頻回逓減率（〇・五）を該当欄に記載すること。な

お、この場合、上記⑧「長期」欄の長期逓減率の記載は不要と

すること。 

⑩ 右側の「計」欄には、多部位の逓減のない負傷部位について

は左側の「計」欄の金額に長期逓減率(〇・七五)又は長期頻回

逓減率（〇・五）を乗じた金額を、多部位の逓減がある負傷部

位については中央の「計」欄の金額に長期逓減率(〇・七五)又

は長期頻回逓減率（〇・五）を乗じた金額を、長期逓減に該当

しない負傷部位については長期逓減率を乗じない金額を、それ

ぞれ該当欄に記載すること。 

逓減率を乗じた金額に一円未満の端数が生じた場合は、その

小数点以下一桁目を四捨五入することにより端数処理を行うも

のとすること。 

(22) 「摘要」欄について 

  （略） 

(23) 「一部負担金」欄について 

  （略） 

(24) その他 

（略） 

３～６（略） 

(16) 「往療料」欄について 

  （略） 

(17) （略） 

(18) （略） 

(19) （略） 

(20) 「整復料・固定料・施療料」欄、「逓減開始月日」欄、「後療料」

欄、「冷罨法料」欄、「温罨法料」欄、「電療料」欄、左側の「計」

欄、中央の「計」欄、「長期」欄及び右側の「計」欄について 

 

①～⑦（略） 

⑧ 「長期」欄には、五か月を超える施術(骨折又は不全骨折に係

るものを除く。)に係るものについて、長期逓減率(〇・八)を該

当欄に記載すること。 

(新設) 

 

 

 

 

 

⑨ 右側の「計」欄には、多部位の逓減のない負傷部位については

左側の「計」欄の金額に長期逓減率(〇・八)を乗じた金額を、多

部位の逓減がある負傷部位については中央の「計」欄の金額に長

期逓減率(〇・八)を乗じた金額を、長期逓減に該当しない負傷部

位については長期逓減率を乗じない金額を、それぞれ該当欄に記

載すること。 

逓減率を乗じた金額に一円未満の端数が生じた場合は、その小

数点以下一桁目を四捨五入することにより端数処理を行うもの

とすること。 

 

(21) 「摘要」欄について 

（略） 

(22) 「一部負担金」欄について 

（略） 

(23) その他 

（略） 

３～６（略） 
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（別添） 

 

 

（別添） 

 

 
 

 


